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令和２年度第１回都市計画審議会 

令和２年８月 26 日（水）午後２:00～ 

※次頁以降の資料については、環境影響評価準備書［阪神間都市計画道路 1.5.8 号 名神湾岸連

絡線］（令和 2 年 3 月 国土交通省近畿地方整備局）を基に、西宮市において加工したもので

ある。 
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１．事業概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．事業の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※電子地形図２５０００（国土地理院）を加工して使用 

 名神湾岸連絡線は、名神高速道路、阪神高速３号神戸線（大阪方面）と阪神高速５号湾岸線を連絡する

道路で、西宮市今津水波町～西宮市西宮浜２丁目までの道路延長約３km の自動車専用道路です。 
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■大気汚染 現況調査の結果 

■大気質濃度の状況 (既存資料調査結果) 

■降下ばいじん量の状況（現地調査結果） 

■気象の状況(既存資料調査結果) 

３．環境影響評価の結果の概要 

■調査地点 

注）平成 30 年度の測定結果を示す。 
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年間２％除外値の計算方法 年間 98％値の計算方法 

365番目 　最高値

２％（７日）

358番目 年間98％値

98％（358日）

1番目 　最低値

1日平均値

を低い方

から高い

方に順

（昇順）に

並べる

例えば、365個の1日平均値がある場合、

測定値を低い方から高い方に順（昇順）に並べたとき

低い方から数えて98％に相当する358番目の1日平均値が

「1日平均値の年間98％値」

例えば、365個の1日平均値がある場合、

測定値を高い方から低い方に順（降順）に並べたとき

高い方から数えて2％に相当する7日分の1日平均値を

除外した第8番目が「1日平均値の年間2％除外値」

1番目 　最高値

２％（７日）

7番目

8番目 年間２％除外値

98％（358日）

365番目 　最低値

1日平均値

を高い方

から低い

方に順

（降順）に

並べる

※環境省の資料を基に西宮市にて作成 
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■水質汚濁 現況調査の結果 

■調査地点 

■底質の状況：有害物質の含有量(現地調査結果) 

■水質の状況(現地調査結果)(単位：mg/L) 

注）四季平均値を示す。 

■水象の状況(現地調査結果) 
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■水質汚濁 現況調査の結果 

■底質の状況：有害物質の溶出量(現地調査結果) 
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■騒音 現況調査の結果 

・等価騒音レベル（L
Aeq

） 

■騒音の状況（現地及び既存資料調査結果：地上 1.2m） 

■沿道の状況：交通量（現地及び既存資料調査結果) 
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■騒音（工事） 環境保全措置

超過箇所 予測地域 環境保全措置の内容

1、2

（2箇所）

(仮称)西宮JCT・IC周辺

今津東線周辺

・防音パネル等の遮音対策

・低騒音型建設機械の採用
・建設機械の集中稼働を避けた効率的稼働

・建設機械の取り扱いの指導

項目 予測結果(dB)
整合を図る基準

又は目標(dB)

基準又は目標

との整合性

■工事（建設機械の稼働）
75～83

（措置前：94～102）
85 ○

環境保全措置後の予測結果（防音パネルの設置）

環境保全措置の検討（建設機械の稼働）

環境保全措置

の内容

・工事用車両の分散

・工事用車両の運行の指導

環境保全措置の検討（工事用車両の運行）
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■振動の状況(現地及び既存資料調査結果) 

・振動レベルの 80%レンジの上端値（L
10
） 

■振動 現況調査の結果 
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■低周波音 現況調査の結果 

■低周波音の状況(現地調査結果：地上 1.2m) 

注）参考指標は以下に示すとおり。 
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■廃棄物等（建設工事に伴う副産物） 予測結果

予測項目 切土工等又は既存の工作物の除去及び海底の掘削に係る廃棄物等の種類ごとの概略の発生及び処分の状況

予測結果

⇒発生する廃棄物等の全量を都市計画対象事業実施区域外に搬出

※土壌汚染の可能性があると考えられる施設及び事業所が存在
⇒事業実施段階において、関係法令に基づき調査を実施。
⇒土壌汚染が確認された場合には、汚染土壌を適切に処理

※掘削した汚染土を搬出する場合も、関係法令等に基づき適切に処理

環境保全措
置の内容

・現場内利用及び工事間利用の促進
・再資源化施設への搬入等による他事業等での利用

種 類 発生量 再利用量 区域外搬出量

建設発生土 約98,000m3
土工部が限られ、
再利用量も少ないと
予測される。 概ね全量を搬出する

と予測される。アスファルト・コンクリート塊 約500m3
事業実施区域内で
の再利用は想定し
ていない。コンクリート塊 約4,500m3

評価結果

・都市計画対象道路事業実施区域内及び既存道路を極力利用し、廃棄物等の発生を少なくする計画
・環境保全措置を実施

・以上から、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減されるものと評価
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■地形・地質 現況調査の結果 

■地下水位の状況（現地調査結果） 

■水質の状況（現地調査結果） 

■調査地点 
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■植物 現況調査の結果 

■調査地域 
■調査結果 

現地調査の結果、貴重な植物を５種、侵略的外来種を２１種
確認した。 

また、海浜植物群落（甲子園浜･御前浜･香櫨園浜）を確認
した。 

対象道路の周辺に加え、貴重な海浜植物群落
が分布する甲子園浜・御前浜・香櫨園浜にお
いても、現地調査を行った。 
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■動物 現況調査の結果 

■調査地域 

対象道路の周辺に加え、鳥類及び底生動物は、
甲子園浜・御前浜・香櫨園浜においても、現地調
査を行った。 

■調査結果 

現地調査の結果、貴重な動物を３７種、侵略的
外来種を１４種確認した。 

シロチドリ ミサゴ ウミニナ 
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■生態系 現況調査の結果 

「干潟・砂浜・海域の生態系」では、干潟・砂浜、コンクリート護岸・石積護岸

及び浅海域などの生息・生育基盤に依存して底生動物や付着生物、魚類等

が生息し、これらを鳥類が捕食している。 
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■人と自然との触れ合い活動の場（主要な人と自然との触れ合い活動の場） 予測結果

予測項目
道路（嵩上式）の存在に係る触れ合い活動の場及び
自然資源の改変の程度、利用性の変化の程度、快適
性への変化の程度

予測結果

・道路の存在に伴う触れ合い活動の場及び自然資源
の改変並びに利用性の変化は生じないと予測。

・一部の触れ合い活動の場において、快適性の変化
が生じると予測されたが、環境の保全と創造のため
の措置を実施し、快適性の変化を低減させる

環境保全
措置

の内容

・構造物の形式、デザイン、色彩の検討

・道路附属物の形状、デザイン、色彩の検討
・関係機関との協議を踏まえた事業の実施

評価結果

・極力既存道路の敷地を利用し、触れ合い活動の場
の改変をできるだけ避けた計画

・環境保全措置を実施

・以上から、事業者の実行可能な範囲内で回避又は
低減されるものと評価
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※ 橋脚想定位置は計画段階の位置であり、事業実施段階において変わる可能性があります。 
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※ 橋脚想定位置は計画段階の位置であり、事業実施段階において変わる可能性があります。 

 

※ 橋脚想定位置は計画段階の位置であり、事業実施段階において変わる可能性があります。 
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※ 橋脚想定位置は計画段階の位置であり、事業実施段階において変わる可能性があります。 

 

※ 橋脚想定位置は計画段階の位置であり、事業実施段階において変わる可能性があります。 

 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 橋脚想定位置は計画段階の位置であり、事業実施段階において変わる可能性があります。 

 

■事後監視

項目 調査地点・範囲
調査期間・

頻度
調査方法

都市計画対象道路事業の実施等の状況 都市計画対象道路事業実施区域
工事中及び
供用後

現地踏査及び写真撮影等

環境
保全
措置
の

実施
状況

大気汚染
騒音
振動

建設機械の稼働状況 工事区域 工事中 現地踏査及び写真撮影等

工事用車両の運行状況 工事区域 工事中 現地踏査及び写真撮影等

防音パネルの設置状況 工事区域 工事中 現地踏査及び写真撮影等

遮音壁の設置状況 対象道路 供用後 現地踏査及び写真撮影等

水質汚濁
動物

生態系
汚濁防止膜の設置状況 工事区域 工事中 現地踏査及び写真撮影等

地形･地質
｢西宮市宮水保全条例｣に係る手続
きに準じた関係機関との協議状況 工事区域 工事中 関係機関との協議状況の確認

植物
イヌノフグリ及びカワヂシャの種子の採
取・保管状況

対象道路近傍の生育地 工事前 種子の採取･保管状況の把握

動物 貴重な鳥類の生息状況 甲子園浜 供用後 既存資料による確認

事後
監視
環境
要素

大気汚染
建設機械の稼働及び工事用車両の
運行に係る粉じん等の発生状況

工事区域 工事中 現地調査による確認

水質汚濁 工事中の水の濁り及び流れ 工事区域（海域） 工事中 現地調査による確認

騒音

建設機械の稼働に係る騒音 工事区域 工事中 現地調査による確認

工事用車両の運行に係る騒音 工事用車両運行ルートの沿道 工事中 現地調査による確認

供用後の騒音 予測地点(近接空間、地上1.2m) 供用後 現地調査による確認

低周波音 供用後の低周波音 予測地点(沿道)(地上1.2m) 供用後 現地調査による確認

植物
対象道路近傍におけるカワヂシャの
生育状況

対象道路近傍の生育地 供用後 現地調査による確認

「環境影響評価に関する条例（平成9年3月27日兵庫県条例第6号）第30条第１項に基づき、「環境影響評価指針」（平成10年1月9日
兵庫県告示第28号）に基づく事後監視調査を 工事中及び供用後に実施する内容



評価結果の総括

頁 環境要素の区分 影響要因の区分 評価結果

4  工事（建設機械の稼働）  全ての地点で基準または目標を下回る ○ ○ 排出ガス対策型建設機械の採用など ○

〜

 工事（資材及び機械の運搬に用いる⾞両の運⾏）  全ての地点で基準または目標を下回る ○ ○ 工事用⾞両の分散など ○
5  供用（⾃動⾞の⾛⾏）  全ての地点で基準または目標を下回る ○ ー ○

 工事（建設機械の稼働）  全ての地点で参考指標を下回る ○ ○ 工事中の散水、工事施工ヤードへの仮囲いなど ○
 工事（資材及び機械の運搬に用いる⾞両の運⾏）  全ての地点で参考指標を下回る ○ ○ タイヤ等の洗浄、工事用⾞両の分散 ○

8  水質汚濁（水の濁り）  工事（海底の掘削）  濁りの変化の範囲は掘削想定箇所の周辺に留まる ○ ○ 汚濁防止膜の設置 ○
8  水質汚濁（水の汚れ）  工事（海底の掘削）  汚れの変化の範囲は掘削想定箇所の周辺に留まる ○ ○ 汚濁防止膜の設置 ○

8  水質汚濁（底質）  工事（海底の掘削）  汚染底質は存在しないと考えられ、有害物質が周辺に拡散する可能性はない ○ ー ○

10 ● 防音パネル等の遮音対策
● 低騒音型建設機械の採用など

 工事（資材及び機械の運搬に用いる⾞両の運⾏）  全ての地点で基準を下回る ○ ○ 工事用⾞両の分散など ○
12  供用（⾃動⾞の⾛⾏）  5地点で基準を超過 × ● 遮音壁等の設置 ○
13  工事（建設機械の稼働）  全ての地点で基準を下回る ○ ○ 低振動型建設機械の採用など ○

〜

 工事（資材及び機械の運搬に用いる⾞両の運⾏）  全ての地点で基準を下回る ○ ○ 工事用⾞両の分散など ○
14  供用（⾃動⾞の⾛⾏）  全ての地点で基準を下回る ○ ○ 高架のジョイント部への対策 ○
15  低周波音  供用（⾃動⾞の⾛⾏）  全ての地点で参考指標を下回る ○ ○ 高架のジョイント部への対策 ○
15  日照阻害  存在（道路（嵩上式）の存在）  ⻄宮JCT・IC周辺の保全対象の2階において参考指標を超過 × ● 高架構造物の上下部工の形式・配置等の工夫 ○

● 現場内利用及び工事間利用の促進
● 再資源化施設への搬⼊等による他事業での利用

17
 地形・地質（貴重な地形及び地質
（宮水））

 工事（切⼟工等⼜は既存の工作物の除去）
 存在（道路（嵩上式）の存在）

 地下水位の変化量は、第1滞水層及び第2滞水層とも年間の変動幅の範囲
 地下水の塩化イオン濃度の変化量は、第1滞水層及び第2滞水層とも年間の変動幅の範
囲

○ ○ 関係機関との協議を踏まえた事業の実施 ○

 工事（工事施工ヤード及び工事用道路等の設置）  貴重な種及のうち、イヌノフグリ、カワヂシャの2種について生育環境への影響あり ● 貴重な植物種の種子の保管

 存在（道路（嵩上式）の存在） 侵略的外来種のうち11種（メリケンカルカヤ、シナダレスズメガヤ等）が拡散等の影響あり ● 侵略的外来種の刈り取り等

 工事（工事施工ヤード及び工事用道路等の設置、海底の掘削）

 存在（道路（嵩上式）の存在）
 工事（工事施工ヤード及び工事用道路等の設置、海底の掘削）

 存在（道路（嵩上式）の存在）
 工事（工事施工ヤード及び工事用道路等の設置）
 存在（道路（嵩上式）の存在）

● 構造物の形式、デザイン、色彩の検討
● 道路附属物の形状、デザイン、色彩の検討
● 関係機関との協議を踏まえた事業の実施

23 ● 構造物の形式、デザイン、色彩の検討

〜

● 道路附属物の形状、デザイン、色彩の検討
26 ● 関係機関との協議を踏まえた事業の実施

︓予測結果において、基準⼜は目標を超過した項目、及び影響が生じる項目

18

19

20

21

22

6

〜

16

 環境の保全と創造のための措置の概要
  ○︓結果は満⾜するが実施
  ●︓結果が超過するので実施

 大気汚染
（NO2及びSPM）

 大気汚染
（粉じん等）

 騒音
 工事（建設機械の稼働）  全ての地点で基準を超過 ×

 廃棄物等
（建設工事に伴う副産物）

 工事（切⼟工等⼜は既存の工作物の除去、海底の掘削）  建設する廃棄物等の概ね全量を都市計画対象事業実施区域外に搬出する ×

                  予測結果
        ○︓環境基準または参考指標等を満たしている
        ×︓環境基準または参考指標等を満たしていない

 振動

 植物 ×

 動物
 貴重な種及び注目すべき生息地、侵略的外来種ともに環境影響の程度が極めて⼩
さい、あるいは環境影響がない

○

 人と⾃然との触れ合い活動の場（主
要な人と⾃然との触れ合い活動の
場）

 存在（道路（嵩上式）の存在）
 主要な触れ合い活動の場及び⾃然資源の改変並びに利用性の変化は生じない
尚、一部の主要な触れ合い活動の場（今津浜、ウォーキングコース（今津駅から香櫨園
駅へ、海辺を歩く）、大東公園など）において快適性に影響あり

×

汚濁防止膜の設置

 生態系  注目種・群集並びに地域を特徴付ける生態系への影響は、無い⼜は極めて⼩さい ○ ○ 汚濁防止膜の設置

○

 文化財  「今津灯台  付⽴札1枚」は改変されない ○ ー

 景観（主要な眺望点及び景観資源並
びに主要な眺望景観）

 存在（道路（嵩上式）の存在）
 主要な眺望景観のうち、一部（⻄宮大橋、阪神なぎさ回廊、阪神高速湾岸線側
道）について変化がある

×

○

○

○

○

○

○

○

○

27


